
普通徴収から特別徴収への切替届出書
（兼特別徴収義務者切替依頼書）
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異動理由 �1．入社したため ���普通 �則叉 �（利jの場合は卵か車　　　　　上酎由徴収　小川の場合はは　昭佃一J 2．本人から特別徴収にする希望があったため　　　　　　　　　　　　；分納寺 ����見通 �．　　　　轟呵有　無 
3．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）：知音‾ ����七号 

注意事項 �1．普通徴収の納期限を過ぎたものは特別徴収への切替ができないので、必ず本人が納めるようお伝えください。 
（普通徴収の納期限は生A坦あるため、特別徴収の切‾ ��聾は、余裕をもって行ってください。） 

2．重複納付を防ぐ為、末納期分については、本人あて送付された普通徴収の納税通知書を必ず添付してください．こ 
（また、納税者が既に普通徴収で1期分でも納付している場合は、納税適 ���知音の表面及び領1 ���又吉部分の写しを添付してください。－、） 

3．用紙が足りない場合は、コピーしてお使いください。 

◎送付先　〒421－0395

榛原那吉日川け住．1√87．㌧日用丁役場税務課

（電話　0548－33－2107）


